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条例案 

 

＜請求の要旨＞ 

 

２０１１年３月の福島第一原子力発電所事故の後、私たちは隣県の人々の暮らしが一変するのを目の当たりにしました。私たち

が住む新潟県には世界最大規模の「東京電力柏崎刈羽原子力発電所」があります。私たちはこれから「原発」に対し、自分たちの

問題として向き合わなくてはならないと思います。  

東京電力による再稼働計画が示されている今、県民一人ひとりが責任をもって柏崎刈羽原子力発電所の稼働を考え、議論し、

意思表示する重要な機会として、県民投票の実施を求め、本条例の制定を請求します。 

 

＜東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に関する新潟県民投票条例案＞ 

 

【目的】 

第１条 この条例は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働の是非に関し、県民の意思を明らかにするための公正かつ民主的

な手続きを確保することにより、中長期的なエネルギー政策に係る住民自治を推進し、以て県政の民主的かつ健全な運営を図る

ことを目的とする。 

 

【県民投票】 

第２条 東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼動の是非に関する県民の意思を明らかにするため、県民による投票（以下、県民投

票という。）を行う。 

 

【条例解釈の指針】 

第３条 １ 県民投票は、県民の意思が正しく反映されるものでなければならない。  

２ この条例の解釈及び運用は、県民の知る権利及び意見表明の自由が十分に保障されるよう、行わなければならない。 

 

【県民投票の執行】 

第４条 １ 県民投票は、知事が執行するものとする。  

２ 知事は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２の規定に基づき、協議により、その権限に属する県民投票の管理

及び執行に関する事務を新潟県選挙管理委員会（以下、選挙管理委員会という。）に委任することができる。 

 

【県民投票の期日】 

第５条 １ 県民投票の期日（以下、投票期日という。）は、この条例の施行日から９０日を超えない範囲において、知事が定める。  

２ 知事は、前項の規定により投票期日を定めたときは、選挙管理委員会に対して速やかに通知しなければならない。 

 

【県民投票の告示】 

第６条 選挙管理委員会は、前条の規定による通知を受けたときは、投票期日の１２日前までにこれを告示しなければならない。 

 

【投票資格者】 

第７条 １ 県民投票における投票の資格を有する者（以下、投票資格者という。）は、投票期日において県内の市町村に住所を有

し、次の各号のいずれかに該当し、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されているものとする。  

（１） 年齢満 18 年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る新潟県内の市町村の住民票が作成された日（他の都道府県から

新潟県に住所を移した者で住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第２２条の規定により届出をしたものについては、当該届出

をした日）から引き続き３月以上、当該市町村の住民基本台帳に記載されているもの（新潟県内で当該住民票の異動があった場

合を含む。）  

（２） 年齢満１８年以上の永住外国人で、新潟県内の市町村の外国人住民（住民基本台帳法第３０条の４５に定めるものをいう。）と

なった日から３月以上経過し、かつ規則で定めるところにより投票資格者名簿への登録を申請したもの  

２ 前項第２号に規定する永住外国人とは、次のいずれかに該当する者をいう。  

（１） 出入国管理及び難民認定法(昭和２６年政令第３１９号)別表第２の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者  

（２） 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成３年法律第７１号)に定める特

別永住者  

 

【投票資格を有しない者】 

第８条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、県民投票の投票資格を有しない。  

（１）禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者  

（２）禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く） 
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【投票資格者名簿】 

第９条 １ 県民投票が行われる場合、市町村の選挙管理委員会は、前二条の規定に関し、投票資格者名簿を調製しなければな

らない。  

２ 投票資格者名簿は、磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。）をもって

調製することができる。  

３ その他、投票資格者名簿の調製に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

【一人一票】 

第１０条 県民投票は、一人一票とする。 

 

【秘密投票】 

第１１条 県民投票は、秘密投票とする。 

 

【投票期日・自書投票の原則】 

第１２条 投票資格者は自ら、投票期日に、規則で定める県民投票を行う場所（以下、投票所という。）に行き、投票資格者名簿又

はその抄本の対照を経て、投票しなければならない。 

 

【期日前投票・不在者投票】 

第１３条 １ 前条の規定に関わらず、投票期日に自ら投票所に行くことが出来ない投票資格者は、第６条に定める県民投票の告

示後、期日前投票又は不在者投票を行なうことができる。  

２ 期日前投票及び不在者投票に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

【投票用紙の交付及び様式】 

第１４条 １ 投票用紙は、投票期日、投票所において投票人に交付しなければならない。  

２ 投票用紙には予め、賛成の文字及び反対の文字を印刷しなければならない。  

３ 投票用紙の様式に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

【投票の方式】 

第１５条 投票人は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に賛成するときは投票用紙の賛成欄に、反対するときは投票用紙の

反対欄に、自ら○の記号を記載して、投票箱に入れなければならない。 

 

【代理投票・点字投票】 

第１６条 １ 身体の故障その他の事由により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすること

ができる。  

２ 点字による投票の方法は、規則で定める。 

 

【投票の効力の決定】 

第１７条 投票の効力の決定に当たっては、第１８条の規定の趣旨に著しく反しない限りにおいて、その投票をした者の意思が客観

的に明らかになるものであれば、その投票を有効とする。 

 

【無効投票】 

第１８条 次の各号のいずれかに該当する投票は、無効とする。  

（１） 所定の投票用紙を用いないもの  

（２） 〇の記号以外の事項を記載したもの  

（３） 〇の記号のほか、他事を記載したもの  

（４） 〇の記号を投票用紙の賛成欄及び反対欄に重複して記載したもの  

（５） 〇の記号を投票用紙のいずれの選択肢の欄に記載したのか判別し難いもの  

（６） 何も記載していないもの 

 

【情報の提供等】 

第１９条 選挙管理委員会は、県民投票を実施するさい、県民投票の方法及び手続に関する事項を県民に分かりやすく周知しな

ければならない。 

 

【県民投票広報協議会】 

第２０条 １ 県議会に、県民投票広報協議会を置く。  

２ 県民投票広報協議会の員数は１５名とする。委員は、県議会会派の所属議員数の比率により各会派に割り当て選任する。 
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【県民投票広報協議会の事務】 

第２１条 １ 県民投票広報協議会は、県民投票公報の原稿の作成、県民投票広報広告その他県民投票の広報に関し必要な事務

を行う。  

２ 県民投票公報及び県民投票広報広告の原稿を作成する場合には、賛成意見及び反対意見を公平かつ平等に扱わなければ

ならない。  

３ 県民投票公報は、投票資格者名簿に登録された者の属する各世帯に対して、投票期日の７日前までに、配布しなければならな

い。 

 

【県民投票広報協議会の議事運営】 

第２２条 県民投票広報協議会の議事、運営その他の事項は、各会派が協議の上定める。 

 

【県民投票運動】 

第２３条 １ 何人も、県民投票運動（東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に対し賛成又は反対の投票をし、又はしないよう勧

誘する行為）その他意見の表明は、自由に行うことができる。ただし、買収、脅迫を行う等、県民の自由な意思を拘束し、又は不当

に干渉するものであってはならない。  

２ 知事及び市町村長は、公務員が行う県民投票運動及び投票案件に係る意見の表明並びにこれらに必要な行為が不当に制限

されることとならないよう、留意しなければならない。 

 

【投票及び開票】 

第２４条 前項までに定めるもののほか、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人その他県民投票

の投票及び開票に関し必要な事項は、規則で定める。その他、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）、公職選挙法施行令（昭和

２５年政令第８９号）及び公職選挙法施行規則（昭和２５年総理府令第１３号）の規定の例による。 

 

【投票結果の告示】 

第２５条 選挙管理委員会は、開票を行い、開票結果が確定したときは、これを直ちに告示するとともに、当該告示の内容を知事及

び県議会議長に報告しなければならない。  

 

【投票結果の尊重】 

第２６条 有効投票総数（賛成投票及び反対投票を合計した数）の過半数が、投票資格者の４分の１を超える数に達した場合には、

知事及び県議会は投票の結果を尊重するとともに、国及び関係機関と真摯に協議し、東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に

関して、県民の意思が忠実に反映されるよう努めなければならない。 

 

【規則への委任】 

第２７条１ この条例に定めるもののほか、県民投票の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

２ 前項の規則は、この条例の施行の日から、３０日以内に制定しなければならない。  

３ その他、この条例の規定を適用し難い事項がある場合には、規則で特別の定めを置くことができる。 

 

【施行期日】 

附則第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

 

【失効】 

附則第２条 この条例は、投票期日の翌日から起算して３月を経過した日に、その効力を失う。 

 

2012 年 5 月 条例案作成 :みんなで決める会 監修 :南部義典(慶應義塾大学大学院法学研究科講師) 

 

＜東京電力柏崎刈羽原子力発電所の稼働に関する新潟県民投票条例案請求代表者＞ 

 

橋本 桂子 （上越市） 仙田 明美 （上越市） 小島 利恵 （上越市） 中熊 弘隆 （津南町） 

小木曽 茂子 （津南町） 外山 文子 （柏崎市） 宮島 雅子 （三条市） 山下 とも子 （長岡市） 

松山 東平 （新潟市中央区） 千野 正人 （新潟市中央区） 石山 拓朗 （新潟市中央区） 鈴木 誉也 （新潟市東区） 

鈴木 英美子 （新潟市東区） 田中 忍 （新潟市西区） 大熊 孝 （新潟市西区） 大熊 宏子 （新潟市西区） 

深町 博臣 （新潟市西区） 大坪 洋 （新潟市北区） 伊藤 勉 （新潟市北区） 宮尾 浩史 （新潟市北区） 

渡辺 睦子 （胎内市） 八幡 康子 （胎内市） 忠 太一郎 （胎内市） 石井 まゆみ （関川村） 

船山 美恵 （関川村） 斎藤 竹規 （村上市）   




